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議案第28号　西平畑公園及び松田山ハーブ
ガーデンの指定管理者の指定について【討論】
反対討論 寺嶋　正　議員
　西平畑公園及び松田山ハーブガーデンの指定管理者の指定について、反対の立場から討論を行います。

　指定管理の期間は、令和5年7月１日から令和１０年３月３１日までとなっています。新たな事業は、キャンプ、カ

フェテラス、レストラン、ジビエまつりなどです。今後予定の事業で、フラワーガーデンの入園料の条例がないの

に徴収することには反対です。

　桜まつりは、町観光協会、町商工振興会、町飲食店組合、松田酒販店会等の共催で行ってきました。指定管理者

と町観光協会との連携がうまくいくのか、各団体の協力が得られるのか疑問です。

　収支計画では、桜まつり入園料は町直営の時より少なくなっており、増収の方向がなく5年間変わらないことに

は納得できません。収支の見込みは１年目に４０１万円の赤字、２年目に２３８万円の黒字となっていますが、過去の

指定管理者の収支や町直営の収支と比較しても厳しい運営が続くと推測されるので反対します。

賛成討論 平野　由里子　議員
　現在ハーブ館の開館は週１回、土曜日だけです。西平畑公園は徒歩でなら毎日入園可能ですが、車は駐車場が

月・火曜日閉鎖です。令和２年以降は、年間営業日１００日～１5０日ほどとなっています。

　令和２年末桜まつり入園料が承認され、週１日開館なら西平畑公園の収支はつり合っていますが、このまま町直

営で開館日を増やせば、また年間１２００万円以上の赤字が予想されます。熱意のある民間事業者が経営管理の工

夫をすることで収支改善が期待できます。

　この指定管理者の提案内容は、公園やガーデンの設置理念を理解し、その特性を生かし、新たな活用を図ること

を目指し、具体的で実現性があり、町全体への経済効果も期待できます。また指定管理の対象ではない子どもの館

と自然館との連携や、周辺観光農園との協調も謳っています。悩みであったアクセスの問題まで考慮に入れた提案

は、これまでなかった視点です。開けられないという負のスパイラルを好転させるためにも賛成します。


